
 

 

近江八幡市では、介護人材の確保に向け、市内の介護サービス事業者が外国人の技能

実習生を受入れる際にかかる費用の一部について補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．補助対象事業者等 

外国人技能実習生の受入れを行う市内に介護保険サービス事業所を運営する法人

（訪問系サービス事業所は除く） 

２．補助対象経費 

法人が面接等により技能実習生を選抜してから、受入事業所に就労するまでの期間に

監理団体へ支払う以下の費用 

（１）技能実習計画の作成及び申請費用 

（２）入国前の日本語研修及び介護実技研修に要する費用 

（３）在留資格の申請書類作成に係る費用 

（４）入国後講習に係る費用  等 

３．補助金額 

補助対象経費の 1／2以内の額。技能実習生 1人につき上限２０万円。 

４．申請方法・提出書類 

次の書類を介護保険課に提出してください 

（１）近江八幡市外国人介護人材受入支援事業補助金交付申請書（別記様式第１号） 

（２）技能実習生の管理に係る監理団体との契約書の写し 

（３）対象経費の確認ができる書類 

 

補助事業の詳細、申請等は下記までお問合せください 

 

近江八幡市外国人介護人材受入支援事業補助金

交付要綱第 11 条で、実績報告書の提出期日につ

いては、技能実習生が就労した日の属する月の

翌々月の末日又は就労した年度の翌年度の 4 月

10 日のいずれか早い日までとされています。そ

のため、交付申請書（実績報告書よりも先に手続

きを要する書類）の提出は、就労されてから速や

かにご提出ください。 

 

＜問い合わせ・申請先＞  

近江八幡市 福祉保険部 介護保険課 

 TEL ０７４８－３３－３５１１ 

 FAX ０７４８－３１－２０３７ 

 E ﾒｰﾙ 010804@city.omihachiman.lg.jp 

令和７年４月１日より、一定の条件を満たすことで、訪問系

サービスへの従事が認められる変更がありました。 

 



 

 

近江八幡市では、介護人材の確保及び定着の促進を図るため、市内の介護事業所が新

たに雇用する介護職員等に対し、特別住宅手当（※住宅手当に上乗せして支給する給与）を

支給する費用について補助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．補助対象事業者等 

市内で介護事業所を運営し、介護職員等を雇用する法人 

２．補助対象経費 

以下に該当する介護職員等に支払う特別住宅手当 

（１）令和 2年 4月 1日以降に本市に転入し、住民基本台帳に記載されている者 

（２）転入後 1年以内に市内介護事業所に雇用された者（同一法人内の異動を除く） 

（３）就労開始の日から 1年以上継続して就労の見込みのある者 

（４）週 20時間以上の就労が見込まれる者であること 

（５）市税等を滞納していないこと 等 

３．補助金額 

対象年度において、補助金交付対象者が全ての補助対象職員に対し、当該年度中に支

給する特別住宅手当に相当する額。ただし、1補助対象職員かつ 1月につき、家賃の月

額から住宅手当を除いた額の 2分の１と 1万円の少ない方の額 

※補助金の交付は年度単位とします 

４．申請方法・提出書類 

次の書類を介護保険課に提出してください 

（１）補助金交付申請書 

（２）近江八幡市介護職員等家賃補助金事業計画書（別記様式第 1号） 

（３）近江八幡市介護職員等家賃補助金事業収支予算書（別記様式第 2号） 

（４）対象職員に係る不動産賃貸借契約書の写し 

（５）対象職員に係る雇用契約書の写し 

（６）対象職員に係る住宅手当及び特別住宅手当の額を証する書類 

（７）同意書（別記様式第 3号） 等 

補助事業の詳細、申請等は下記までお問合せください 

＜問い合わせ・申請先＞  

近江八幡市 福祉保険部 介護保険課 

 TEL ０７４８－３３－３５１１ 

 FAX ０７４８－３１－２０３７ 

 E ﾒｰﾙ 010804@city.omihachiman.lg.jp 



 

 

近江八幡市では、介護人材の確保に向け、介護職員として一定の知識及び経験を有する

人が再就職する際に必要となる費用の一部について補助します。 

 
 

1．補助対象者等 

市内の介護保険サービス事業所に再就職する介護職員等で以下に該当する方 

（１）過去に介護職員として 1年以上実務経験があること 

（２）離職日から再就職まで 6か月以上経過していること 

（３）令和 2年 4月 1日以降に市内に所在する介護事業所に介護職員として雇用され 

   た者 

（４）就労開始の日から 1年以上継続して就労見込みのある者 

（５）週 20時間以上の就労が見込まれる者 

（６）市税等を滞納していないこと 等 

２．補助対象経費 

補助対象者が再就職する際に必要な備品の購入、講習の受講等にかかる費用 

（講習会参加費、参考図書購入費、転居費等） 

３．補助金額 

補助対象経費から国その他の機関からの補助金等の額を差し引いた額 

 介護資格保有者 上限 10万円             ※交付は 1回限り 

 その他の者     上限 5万円 

４．申請方法・提出書類 

次の書類を介護保険課に提出してください 

（１）近江八幡市介護人材再就職支援事業補助金交付申請書（別記様式第 1号） 

（２）近江八幡市介護人材再就職支援事業補助金算出内訳書（別記様式第 2号） 

（３）雇用契約書の写し 

（４）申請者の経歴が確認できる書類 

（５）保有資格の証明書類 

（６）補助対象経費に係る費用の支払いを証する書類 等 

補助事業の詳細、申請等は下記までお問合せください 

近江八幡市介護人材再就職支援事業補助金

＜問い合わせ・申請先＞  

近江八幡市 福祉保険部 介護保険課 

 TEL ０７４８－３３－３５１１ 

 FAX ０７４８－３１－２０３７ 

 E ﾒｰﾙ 010804@city.omihachiman.lg.jp 


